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伊佐市農業委員会 9 回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 30 年 12 月 27 日（木）午前 9 時 00 分から 10 時 23 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （29 人） 

    会  長        15番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 12 番推進委員

2 番委員 11 番委員 2 番推進委員 13 番推進委員

3 番委員 13 番委員 3 番推進委員 14 番推進委員

4 番委員 4 番推進委員 15 番推進委員

5 番委員 6 番推進委員 16 番推進委員

7 番委員 7 番推進委員 17 番推進委員

8 番委員 8 番推進委員 19 番推進委員

9 番委員 9 番推進委員 20 番推進委員

11 番推進委員

     

４．欠席委員  （3 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  ７番委員    ８番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

議案第７号「農地空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指定）に

ついて 

議案第６号「辞任届」の承認について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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        【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成３０年度 第９回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

本日は本年最後の総会になりました。 

皆さんのおかげで無事１年間の総会を終えることができます。本当に１

年間お疲れ様でした。 

今から、まだ寒い時期が続きますので、風邪をひかないように体に気を

付けて活動をお願いいたします。 

本日は総会終了後、県の農業会議のＭさんにより、農業者年金の加入推

進についての研修会が計画されていますので、よろしくお願いします。 

本日は、１４番農業委員が欠席で、出席人数は１２名で、規定に達して

おりますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

７番農業委員と８番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６項

の規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご

報告いたします。 

資料は１から４ページになります。 

基盤法による解約が１７件、田４１筆でありましたのでご報告いたし

ます。 

 

続きまして、報告第２号「農地の利用目的変更」をお願いいたします。 

 

報告第２号「農地の利用目的変更」につきまして、去る１１日に事務局

で現地調査を行いましたので報告いたします。 

整理番号１番の申請者は、伊佐市大口大島に居住されています ＴＫ

さん７３歳です。 

申請地は、伊佐市大口大島字若宮脇２１５番、地目は畑、地積は３，３

６６㎡で、ニシムタ大口店より南へ約５００ｍに位置し、県営圃場整備地
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内の一角で畑として換地処分された土地です。 

長年野菜や飼料作物を耕作していましたが、周囲は水田であり水利も

確保できるため、今後は水稲を作付けしていきたいとのことでした。 

周囲は田であり、申請地も畦畔があり田の形状となっていることと、大

口中央土地改良区には相談を行い了解を受けていることから、問題はない

と思われます。 

以上のことから、本届出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定の、所有権移転についてご説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

番号１番は、今年８月３０日の総会において、議案第１号、番号１番で

意見決定されましたが、所有者の死亡により相続人から取消し申請があ

り、相続登記完了により今回改めて意見を問うものであります。 

譲渡人は、曽於郡大崎町菱田に居住されています市外住民の ＲＧさん

です。  

譲受人は、伊佐市菱刈前目に居住されています認定農業者の ＮＮさん

５９歳で、経営面積は、田１６，４７６㎡、養鶏３，３８０羽を飼養して

います。 

土地の所在地は、伊佐市菱刈前目字前田３７２８番、地目は田、地積は

９４９㎡で、菱刈鉱山本鉱より西へ約１ｋｍの圃場整備地域内に位置し、

よく管理された田であります。 

番号２番の譲渡人は、伊佐市大口山野に居住されています ＯＫさん８

３歳です。 

譲受人は、伊佐市大口山野に居住されています認定農業者の ＴＩさん
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

１ 番 

農 業 委 員 

４３歳で、経営面積は、田９６，４５２㎡、畑１，６２４㎡、計９８，０

７６㎡です。 

 土地の所在地は、伊佐市大口山野字内村３０８７番地１、地目は田、地

積は１，２１６㎡で、石井自治会館から北東へ約７００ｍの圃場整備地域

内に位置し、よく管理された田であります。 

 続きまして、基盤法の貸借についてご説明いたします。 

１５ページをご覧ください。期間は３年から１０年で、面積は田８９,

２５１㎡、畑１６，６３９㎡の計１０５,８９０㎡です。利用権を設定す

る者の数３７名、利用権の設定を受ける者の数２１名です。 

土地の詳細につきましては、７ページ番号１から１４ページ番号３９の

とおりです。 

以上説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号１番、２番については譲受人が同一ですので、一括で報告をお

願いいたします。 

１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について、

去る１２月２１日に現地調査を行いましたので、私１番が報告いたしま
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

す。なお、整理番号１番、２番は譲受人が同一ですので一括で報告いたし

ます。 

 申請人 ＯＳさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は７８歳です。 

整理番号１番の渡し人 ＯＫさんは、伊佐市大口元町に居住され、年齢

は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字久保２３８３番で、地目は田、地積は５０

４㎡です。 

整理番号２番の渡し人 ＫＳさんは、伊佐市大口平出水に居住され、年

齢は８１歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字久保２３８７番１で、地目は田、地積は５

２２㎡です。 

申請人の現在の経営面積は１，４５１㎡でありますが、総会資料３ペー

ジの整理番号９番で、Ｓ農園さんとの利用権設定の合意解約がなされてお

り、その面積が７８４㎡です。 

ＯＫさんより５０４㎡と ＫＳさんより５２２㎡を合計しますと、３，

２６１㎡で取得可能面積であります。 

３名はお互い身内であり所有権移転贈与であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は約５０ｍで、現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、航空写真等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番は、許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

整理番号３番について、３番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る１２月１９日現地調査を行いましたの

で、私３番が報告いたします。 

申請人 ＮＨさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は３９歳です。 

渡し人 ＨＥさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は９２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字矢房６０２番１で、地目は田、地積は１，

９６１㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１５５，４８５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は４名で、通作距離は約１．６ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る１２月２１日現地調査を行いましたの

で、私２番が報告をいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 申請人 ＨＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＨＴさんは、鹿児島市伊敷台一丁目に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字小俣後３５８９番、地目は田、地積は３，

０７１㎡、同じく字小俣後３６１４番４、地目は田、地積は４０１㎡、同

じく字西山３７６８番１０、地目は畑、地積は１６０㎡、３筆合計３，６

３２㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は、２,２３３㎡ですが、今回の贈与分３，６３２㎡を

加えますと取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は約

３ｋｍで、現況はよく管理された農地であります。経営意欲はあり、農機

具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る１２月２５日現地調査を行いましたの

で、私８番が報告をいたします。 

 申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口針持に居住され、年齢は８１歳です。 

渡し人 ＹＫさんは、鹿児島市東坂元四丁目に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口針持字田代１７１６番３外２筆で、地目は田、地
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積は３筆合計５，９３０㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１１,２４８㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１００ｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番につきまして、去る１２月２２日現地調査を行いましたの

で、私１０番が報告をいたします。 

 申請人 ＵＭさんは、姶良郡湧水町木場に居住され、市外住民で年齢は

７６歳です。 

渡し人 ＵＳさんは、熊本県熊本市北区龍田に居住され、市外住民で年

齢は８２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字下水流１２１５番外２筆で、地目は田、地

積は３筆合計４，５４６㎡と、前目字川頭１６４８番、地目は畑、地積は

２０７㎡、４筆合計４，７５３㎡の農業廃止による所有権移転贈与であり

ます。 

受人の経営面積は今回の贈与分４,７５３㎡で取得可能面積でありま
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。農業従事者は２名で、通作距離は約１２ｋｍで、現況はよく管理され

た農地であります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る１２月２１日現地調査を行いましたの

で、私１１番が報告をいたします。 

 申請人 ＩＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は６８歳です。 

渡し人 ＮＭさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は８４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字前田３７７５番外１筆で、地目は田、地積

は２筆合計１，８４６㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２４，２７３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約１．３ｋｍで、現況はよく管理された農地であ

ります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号８番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る１２月２１日現地調査を行いましたの

で、私１３番が報告をいたします。 

この案件は、７月総会において議案第２号番号７番で、譲渡人死亡のた

め許可取り消しでしたが、今回相続人に相続後、改めて贈与許可申請が提

出されました。 

 申請人 ＮＹさんは、伊佐市大口小川内に居住され、年齢は８５歳です。 

渡し人 ＴＳさんは、熊本県球磨郡あさぎり町に居住され、市外住民で

す。 

申請地は、伊佐市大口小川内字前田５４番１で、地目は田、地積は２２

７㎡で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は３，６７２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況はよく管理された農地であり

ます。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号９番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る１２月２１日現地調査を行いましたの

で、私９番が報告をいたします。 

 申請人 ＴＭさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は４５歳です。 

渡し人 ＴＫさんは、熊本県水俣市月浦に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字上馬場１００１番２で、地目は畑、地積は

６２４㎡で所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は３，２５３㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は自宅の隣で、現況はよく管理された農地であります。

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

整理番号９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る１２月２１日現地調査を行いましたの

で、私２番が報告をいたします。 

 申請人 ＡＤさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は３７歳です。 

渡し人 ＮＭさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は６４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字小俣後３６０９番で、地目は田、地積は２，

００６㎡で所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は７２，５３９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況はよく管理された農地でありま

す。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって整理番号１０番は、許可が決定いたしました 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１０件について、１０件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）」

申出の意見決定について提案いたします。 

整理番号１番から５番については、申請の目的と現地が一致しています

ので一括で報告をお願いします。１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議長より１番から５番まで一括で報告をとありましたが、１番から３番

と、４番５番が少し違いますので、２つに分けて報告いたします。 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定の整理番号１番、２番、３番について、去る１２月２１日、１１番農業

委員、１２番推進委員、私１０番農業委員３名で共同調査を行いましたの

で、１０番が報告いたします。 

まず本申請３件につきましては、申請人がそれぞれ異なりますが、除外

申請の目的が同じですのでまとめて報告いたします。 

番号１番の申請人 ＹＫさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は８

５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字小廣田１４４２番１外２筆で、地目は畑、

地積は３筆合計５７２㎡であります。 

番号２番の申請人 ＫＵさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は６

９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字小廣田１４５１番１外２筆で、地目は畑、

地積は３筆合計６２９㎡であります。 

番号３番の申請人 ＵＥさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、年齢は９

６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字小廣田１４５０番１で、地目は畑、地積は

４２２㎡であります。 

所在地は、湯之尾小学校から南東へ約１．２ｋｍに位置し、現況は畑で

あり、東側は畑、北側は川内川の堤、西側は畑、南側は道路を挟んで田で、

除外後は太陽光発電施設が計画されており、大阪府八尾市のＦ株式会社よ

り総面積１，６２３㎡にパネル枚数２７２枚、発電能力９１．１２ｋＷの

システムが提示されています。 

続きまして番号４番の申請人 ＳＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住さ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

れ、年齢は５３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字小廣田１４３９番１外２筆で、地目は畑、

地積は３筆合計１，５０８㎡であります。 

次に番号５番の申請人 ＫＺさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢

は６９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字小廣田１４４７番１で、地目は畑、地積は

３００㎡であります。 

所在地は、湯之尾小学校から南東へ約１．２ｋｍに位置し、現況は畑で

あり、東側は畑、北側は川内川の堤、西側は畑、南側は道路を挟んで田で、

除外後は太陽光発電施設が計画されており、東京都千代田区神田多町のＭ

株式会社より総面積１，８０８㎡にパネル枚数３６０枚、発電能力１１３．

４ｋＷのシステムが提示されています。 

添付書類として、農用地利用計画変更申請書、全部事項証明書、農地利

用計画変更、現地写真、委任状等が提出されています。 

調査の結果、この５件の申請については３名の調査員の意見において申

請地を農業振興地域整備計画の一部変更を行い除外することは問題ない

と思われると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして、私の報告を終わります。 

 

１０番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から５番について、意見を決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から５番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定の整理番号６番について、去る１２月２１日、申請人のＫＨさん立会い

のもと、７番推進委員、１４番推進委員、私３番農業委員３名で共同調査
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

を行いましたので、３番が報告いたします。 

申請人 ＫＨさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字柴江１２９６番１外１筆で、地目は畑、地

積は合計４，０６５㎡であります。 

所在地は、九州電力変電所から南へ約２００ｍに位置し、現況は畑であ

ります。東側は道路、北側は山林、西側は山林、南側は太陽光発電施設で、

除外後は太陽光発電施設を建設しようと計画されています。 

この申請は具体的な転用計画があり、周囲は農振農用地ですが農用地区

域外周部のため、除外することで農用地の集団化、農作業への効率化への

影響はないものと思われます。 

添付書類として、農用地利用計画変更申請書、農地利用計画変更に係る

意見書、位置図、現地写真等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において申請地の

除外は適当と判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番、８番については、申請目的、現地が隣接しているため、

一括で報告をお願いいたします。３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）」申出の意見決

定の整理番号７番、８番について、去る１２月２１日、申請人の代理人Ｎ

行政書士立会いのもと、７番推進委員、１４番推進委員、私３番農業委員

３名で共同調査を行いましたので、３番が報告いたします。 

整理番号７番の申請人 ＭＭさんは、伊佐市菱刈南浦に居住されていま
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

す。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字松峰９６５番５で、地目は畑、地積は３，

３２２㎡であります。 

次に整理番号８番の申請人 ＨＭさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、

年齢は６１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字松峰９６４番で、地目は畑、地積は１，４

５６㎡であります。 

所在地は、九州電力変電所から道路を挟んで５０ｍに位置し、現況は畑

であります。東側は山林、北側は山林、西側は畑、南側は太陽光発電施設

で、除外後は太陽光発電施設を建設しようと計画されています。 

この申請は具体的な転用計画があり、西側は農地ですが農用地区域外周

部のため、除外することで農用地の集団化、農作業への効率化への影響は

ないものと思われます。 

添付書類として、農用地利用計画変更申請書、農地利用計画変更に係る

意見書、位置図、現地写真、委任状等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において申請地の

除外は適当と判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番、８番について、意見を決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番、８番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

整理番号９番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更）」申出

の意見決定の整理番号９番について、去る１２月２１日、申請人のＳＫさ

ん立会いのもと、１番農業委員、１６番推進委員、私７番農業委員３名で
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

共同調査を行いましたので、７番が報告いたします。 

申請人 ＳＫさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、年齢は３０歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ後２１５１番１で、地目は畑、地積

は１，３９３㎡であります。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約１ｋｍに位置し、現況は畑であり

ます。東側は畑、西側は宅地及び雑種地、南側は畑、北側は農道で、周囲

の農地の用水路及び排水路は確保してあり、用途区分変更目的は農業用施

設の建設であります。 

この申請は具体的な転用計画があり、農用地の外周部に位置しており、

用途区分変更することで、周囲の農地に及ぼす影響は軽微であると思われ

ます。 

添付書類として、農用地利用計画変更申請書、農地利用計画変更に係る

意見書、位置図等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において申請地の

用途区分変更は適当と判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしく

お願いしまして、私の報告を終わります。 

 

７番農業委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、意見を決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、意見並び許可が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外）」

申出の意見決定について、申請件数９件について、意見決定９件が決定い

たしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

 議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、整理番
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

 議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について報告申し

上げます。 

 この案件につきましては、理由のところに書いてありますが、６月総会

の５条申請で承認された案件になります。 

承認され許可書を持参し法務局で登記申請をしようとしましたが、法務

局が個人名での登記ができないということで、今回Ｈ自治会を市の地縁団

体として登録したうえでの申請になります。 

 変更前が申請人 ＨＩさんで、この方はＨ自治会長さんで申請人住所が

伊佐市大口田代で自宅での申請になっていました。 

 変更後は申請人 Ｈ自治会 会長 ＨＩ、申請人住所が伊佐市大口田代

に変更しての申請になります。 

 添付書類として、事業変更申請書、地縁団体としての市からの通知の写

し、自治会規約が添付されています 

 以上で報告を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいた

します。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、決定いたしました。 

 

議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、申請件

数１件について、１件が決定いたしました。 

 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る１２月２１日、申請人の代理人 

Ｔ司法書士立会いのもと、１５番農業委員、１３番推進委員、私５番農業

委員の３名で共同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口原田に居住されている ＮＳさんで、年齢は５１

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口青木に居住されている ＮＭさんで、年齢は８０

歳です。 

申請地は、伊佐市大口青木字一本松ノ上９２９番２１で、地目は畑、地

積は４９４㎡です。 

本申請は所有権移転贈与で、転用目的は一般住宅であり、農地区分は第

２種農地その他の農地です。 

所在地は、大口東小学校より南へ約５００ｍに位置しており、南側は市

道を挟んで宅地、東側は畑、北側は畑、西側は宅地であり、周囲に与える

影響はないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、地籍図、字図、平面図、資

金証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約

書、汚廃水処理確約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 
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議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

整理番号２番ついて、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る１２月２１日、申請人の代理人 

Ｔ行政書立会いのもと、８番推進委員、１５番推進委員、私１３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１３番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口上町に居住されている ＫＭさんで、年齢は６７

歳です。 

譲渡人は、東京都世田谷区南鳥山に居住されている ＮＹさんで、市外

住民です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は駐車場となっています。 

申請地は、伊佐市大口大島字馬場崎１２３２番１で、地目は畑、地積は

５２４㎡で、農地区分は第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、ニシムタから南西へ約５００ｍに位置しており、南側は道

路、東側は山林と雑種地、北側は山林、西側は山林と宅地であり、周囲に

与える影響はないと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、地積図、平面時、事業計画書、資金

証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書積

書、転用に関する誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

整理番号３番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る１２月２１日、申請人代理人Ｔ

行政書士立会いのもと、８番農業委員、２番推進委員、私９番農業委員の

３名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、佐賀県佐賀市多布施に居住されている ＫＨさんで、市外住

民です。 

譲渡人は、名古屋市東区砂田橋に居住されている ＳＨさんで、市外住

民です。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設となっており、

パネル設置枚数４００枚、発電出力４９．６ｋＷを予定しています。 

申請地は、伊佐市大口宮人字上馬渡１２６１番で、地目は畑、地積は１，

６３８㎡で、農地区分は、第２種農地その他の農地であります。 

所在地は、馬渡自治会館より南西へ約５０ｍに位置しており、東側は農

道、西側も農道、南側は宅地、北側は畑であり、周囲に与える影響はない

と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、地籍図、平面図、事業計画

書、資金証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理

確約書積書、転用に関する誓約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 
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議 長 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

整理番号４番について、１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る１２月２１日、申請人の代理人 

Ｔ行政書士立会いのもと、８番推進委員、１５番推進委員、私１３番農業

委員の３名で共同調査をしましたので、１３番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大田に居住されている ＹＤさんで、年齢は３０

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口平出水に居住されている ＹＳさんで、年齢は６

０歳です。 

本申請は、所有権移転贈与で、転用目的は一般住宅となっております。 

申請地は、伊佐市大口大田字比良１８８７番５で、地目は田、地積は４

９１㎡で、農地区分は第１種農地であります。 

所在地は、木崎自治会館から北西へ約３００ｍに位置しており、南側と

西側は道路、東側と北側は宅地であり、周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

添付書類として、全部事項証明書、資金証明書、被害防除計画書、被害

防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書積書、転用に関する誓約書、委任

状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ
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議 長 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

いて、申請件数４件について、処分決定４件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 

整理番号１番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番につきまし

て去る１２月２１日、申請人の代理人 Ｋさん立会いのもと、１番推進委

員、１９番推進委員、私２番農業委員の３名で共同調査をしましてので、

２番が報告いたします。 

申請人 ＩＳさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住されています。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字新川１６８８番２で、地目は畑、地積は１

９１㎡です。 

非農地となった時期及び理由としまして、平成元年頃、申請人の先代が

生前自宅の敷地の一部として利用していたもので、北側には道路がありそ

の残地だったということです。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図等が提

出されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

整理番号２番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号２番につきまし

て去る１２月２１日、申請人の ＴＮさん立会いのもと、１番推進委員、

１９番推進委員、私２番農業委員の３名で共同調査をしましてので、２番

が報告いたします。 

申請人 ＴＮさんは、伊佐市大口堂崎に居住されています。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字大峰１７９２番１、地目は田、地積は１，

０１５㎡です。 

非農地となった時期及び理由としまして、平成１７年１１月４日に競売

により取得しましたが、前所有者の頃より既に事務所兼倉庫として利用さ

れており、現在も当時のまま管理しているとのことで、一面舗装がされて

おります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図等が提

出されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号３番につきましては、取下げ申請が提出されました。 

 

整理番号４番について、１番農業委員の報告を求めます。 
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１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

議案第６号「非農地証明願」についてのうち、整理番号４番につきまし

て去る１２月２１日、申請人の兄弟で ＮＲさん立会いのもと、７番農業

委員、１６番推進委員、私１番農業委員の３名で共同調査をしましてので、

１番が報告いたします。 

申請人 ＭＫさんは、鹿児島市東坂元に居住されています。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字峯崎２６９番外２筆、地目は畑、地積は合

計１，０６２㎡です。 

非農地となった時期及び理由としまして、平成９年頃、市道の改良工事

に伴い道路に溜まった雨水や隣の畑からの雨水も流れ込み、土を入れたり

溝を造ったり色々な対策をしてきましたが、耕作不能となりその後は宅地

の一部として、庭木など植えたりして管理してきたとのことです。 

所在地は、牛尾小学校より西側へ約３００ｍに位置し、東側は畑と宅地、

西側は田、南側は田、北側は宅地と畑となっております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において、農地性

は喪失しており、農地への復旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、位置図、字図等が提

出されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で私の報告

を終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号「非農地証明願」４件申請のうち、１件の取下げ３件の許可

が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

議案第７号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定）について提案いたします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第７号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定）について事務局よりご説明いたします。 

 番号１番申請人 ＫＥさんは市外住民の方です。 

 申請地は、伊佐市大口里字一ツ橋ノ元５３０番外２筆で、寺師医院より

西へ約２００ｍに位置し、地目は田、地積は３筆計２，３１０㎡で、良く

管理された農地であります。 

 添付書類として、全部事項証明書が添付されており、規定により特定農

地として区域指定して特段問題はないと思われます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、地番指定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、地番指定が決定いたしました。 

 

議案第７号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定）について、１件申請のうち、１件の許可が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第８号 ―――――――― 

 

議案第８号「辞任届」の承認について提案いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

 議案第８号の辞任届についてご説明いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月６日付けで、農地利用最適化推進委員の ＫＫさん

より辞任届が提出されました。 

理由につきまして、「一身上の都合により１２月３１日をもって農地利

用最適化推進委員の職を辞任したいのでご了承願います。」と、書かれて

おります。 

農業委員会等に関する法律第２３条の規定により、農業委員会の同意

を得て推進委員を辞任することができるとあります。 

委員会の同意とは、総会出席者の過半数によって決定することになり

ますので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第８号事務局の説明にとおり、承認することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第８号「辞任届」の承認については決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。１２月の月例報告をします。 

去る５日、１２月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして、事務

局職員が出席しております。 

２１日、現地調査を一斉にしております。２７日、本日ですが第９回農

業委員会の総会です。 

１月の行事予定ですが、１０日に１月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。２５日が現地調査です。３０日が第１０回の農業委員会の総

会です。 

月例報告は以上です。 

なお、本日は１８時３０分より恒例の忘年会を計画していますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証す

る。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長   

 

伊佐市農業委員     ７  番    

                   

伊佐市農業委員     ８  番    

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

事 務 局 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にないでしょうか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

これで、平成３０年度 第９回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前１０時２３分】 

 

 

  


